
 
各モデルプランの各課等配置計画(素案)について 

【白井市庁舎整備事業の概要について】 
 

平成26年５月管財契約課 
                             

 
                              減築改修＋新築による整備のイメージ図 

 

１．事業の目的等 

現庁舎は、施設の老朽化や耐震性不足など、多くの課題を抱えている。 

市では、これらの課題を解消し、市民の安心・安全の確保と、利便性の向上を図るため、

庁舎整備に向けた取り組みを進める。 

２．事業スケジュール等

平成２５年度 

【基本計画】 

○整備手法・・現在の庁舎を減築改修(耐震性を確保)し、不足分を新築する。 

○事 業 費・・３４億５百万円（国庫補助 67 地方債等 2,707 基金 463 一般財源 168） 

○規  模・・庁舎の規模は 11,000 ㎡程度とする。（現庁舎約 9,000 ㎡） 

※警察機能や市民活動スペースを市役所内に設置することを検討する。 

平成２６年度 

【基本設計】 

○具体的な機能や各部署の配置を検討(決定)。 

○完成時の規模、構造及び耐震機能等を検討(決定)。 

平成２７年度 

【実施設計】 

○工事発注用の図面作成 

○建築確認申請等 

平成２８年度 

【工 事】 
○新築棟の工事（平成２９年度当初に新築棟を開所） 

平成２９年度 

【工 事】 
○現庁舎の減築改修工事（平成３０年度当初に全事業を完成） 

   

５月２８日 庁舎建設等検討委員会 説明内容 

３．各課等配置

計画(素案)につ

いて 

１ 

 

案 

３－５①案 

■現庁舎(３階)＋新築(５階) 

・保健福祉センターの一部の部署を新築棟に移転 

 ・議会機能を新築棟の４階と５階に配置 

４－４①案 

■現庁舎(４階)＋新築(４階) 

・保健福祉センターの一部の部署を新築棟に移転 

 ・議会機能を新築棟の４階と減築棟の４階に配置 

２ 

 

案 

３－５②案 

■現庁舎(３階)＋新築(５階) 

・健康福祉部の部署を新築棟に移転し、保健福祉センターに環境建設部の部署を移転 

 ・議会機能を新築棟の４階と５階に配置 

４－４②案 

■現庁舎(４階)＋新築(４階) 

・健康福祉部の部署を新築棟に移転し、保健福祉センターに環境建設部の部署を移転 

 ・議会機能を新築棟の４階と減築棟の４階に配置 
 

減築改修棟 新築棟 保健福祉センター 

議題 ３ 


